
■開催日

第７回 共に学ぼう！セミナーのご案内

『得する就業規則の見直し方(１)』
講師 岡本 茂 氏

（岡本社会保険労務士事務所 所長）

「ヒト」に関するルールを整備して無駄なトラブルを防ぎ、

よい人材を確保することが業績アップのカギです。

◆就業規則を作る目的とは

◆できないことまで就業規則で約束するな

◆「ヒナ型」就業規則の落とし穴

◆リスク管理を備えた就業規則が会社を守る

◆就業規則を整備して問題社員に対処する方法

【プロフィール】

●岡本社会保険労務士事務所

設立：平成4年9月。

労務管理の指導・相談。人事制度の
策定・運用、社会保険手続事務代行、
給与計算

●岡本茂（おかもとしげる）氏

ゼネコンの総務・営業を経て社会保険
労務士事務所を開業。ホテル・航空・
放送・派遣業のほか従業員600名から

数名までのサービス業を中心に、人
事・労務管理の相談・指導を実践。

平成 ２０年 １２月４日（木）

■時間 １８：３０～２０：００

■会場 中野洋税理士事務所

大阪市淀川区東三国２－３８－７

タニコー新大阪ビル ７Ｆ研修室

■参加費 顧問先企業の方は無料

（顧問先様以外の方は資料代1000円頂戴致します）

セミナー参加申込書 ⇒ FAXのご返信にて、 ０６－４８０７－７７７７ 岡本・福田 までお願いします。

電話番号： ＦＡＸ：

貴社名：

ﾌﾘｶﾞﾅ

ご芳名：

（ご役職： ）

ご住所：

ご記入いただいた情報は、中野洋税理士事務所が所有し、セミナーのお知らせと各種商品・サービスのご案内及びその他情報提供に利用
いたします。中野洋税理士事務所は、個人情報保護法その他関係法令及びガイドラインを遵守いたします。

（ご役職： ）


